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事務所ニュース Vol.200 

 

 
今回は以前の事務所ニュース（Vol.198）で当事務所がお手伝いできることとしてお伝えしており

ました、マイナンバー（個人番号）の取得・代行サービスについてご案内致します。 
 

マイナンバー取得・代行サービス申込期限 

平成 27 年 7 月 31 日(金)まで 
 マイナンバー取得・代行サービスは、事業所様と当事務所の他に「株式会社エムケイシステム」と「株

式会社アド・ダイセン」の２つの会社が連携し、マイナンバーの取得代行を行います。 

(株)エムケイシステムは社会保険労務士事務所向けシステム開発及びＡＳＰサービスを提供している会

社で、(株)アド・ダイセンとの業務提携により、マイナンバーの取得・管理業務の代行サービスを提供し

ております。 

 

マイナンバー取得・代行サービスの構成図 

 
(株)アド･ダイセンは主に従業員様へのマイナンバー収集用の封書の発送からデータベースへの登録ま

でを行います(上図の代行業者)。直接マイナンバーを取り扱う作業を行う為、情報の漏えいや不正行為が

行われないよう、専用のセキュリティ郵便を使用、開封登録作業は専用施設内で行い、出入口に生体認証

ゲート、監視カメラによる作業監視、金属探知機によるリスク管理、二要素認証によるユーザー管理によ

る PC セキュリティの構築など、安全管理を徹底する為に高いセキュリティの状況下で作業を実施します。 

マイナンバー取得・代行サービスのお申込について 

 マイナンバー取得・代行サービスにお申込み頂く手順は、まず当事務所と事業所様で契約を締結致し

ます。サービスに係る費用は以下の通りです。契約締結後、事業所様においてはポスター等を事業所内

に掲示や配布などして頂き、マイナンバーの収集を(株)アド・ダイセンへ委託したことを従業員様へ通

知頂きます。当事務所からは管理しております従業員様の扶養家族を含むデータを(株)アド・ダイセン

に提供し、その情報を基に、(株)アド・ダイセンより収集の為の文書が発送されます。 

 

 ○マイナンバー取得・代行サービス費用（予定価格）※別途設定費等が発生する場合があります。 

項番 項目 １人当たり費用

1 

部材作成・印字 

説明書作成 

申請書類作成および従業員扶養家族名印字 

封入加工 

個別発送 書面返信（私書箱戻り） 

本人番号登録 

1,200 円 

2 扶養家族登録 300 円 

3 書類不備の書類発送（該当のみ）※オプション 450 円 

 

 平成 27 年 10 月開始予定の申込は平成 27 年 7 月 31 日で一旦締め切りとなります。 
ご検討の程、よろしくお願い致します。 

 

○ 当事務所からのお知らせ 

・平成 27 年度 労働保険料第 1 期分の納付について 
  労働保険料第 1 期分納付がお済みでない事業所様は、至急ご入金をお願い致します。 
 ・「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」について 
  4 月・5 月・6 月支給の賃金データを返送いただいておりますが、給与の額が大きく変わったと 

きは「月額変更届」が必要となります。その場合「月額変更届」を送付いたしますので、代表者 
印を押印頂き、当事務所までご返送下さい。 

 ・「賞与支払届」が年金事務所より届いた場合は、代表者印を押印して頂き当事務所までご送付下 
さい。賞与が不支給の場合でも提出が必要です。 
用紙が届かないなどの場合は、当事務所にご連絡下さい。 

 後記 

 10 月からマイナンバーの通知が開始されるに伴い、インターネット

を見ても他企業の支援サービスの動きが活発になってきたように

思います。日本年金機構の個人情報流出問題もあり、同様の個人情

報を扱うマイナンバー制度への不安感は拭えないところではあり

ますが、個人や民間企業など社会全体を巻き込み制度が動き出して

いる以上、安心・安全に納得して利用できる制度の運用を行っても

らいたいと思います。（Ｔ） 


